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1. 役割と基本方針 

(1) 部会・委員会等の活動を事務局として支援する他、会員企業、行政府、関係団体と
のさらなる連携を推進する。 

(2) 展示事業、保守点検事業の着実な実行と拡大検討及び JIRA の脆弱な財政基盤を改

善するための新規事業の開発等を推進する。 

 

2. 2018年度の主な活動とその成果 

(1) 税制措置にかかわる証明書発行、税制・補助金の情報提供等、JIRA会員の支援 

2017年に施行された「中小企業等経営強化法」、2018年に施行された「生産性向

上特別措置法」には中小企業の生産性向上のため、設備投資促進の固定資産税軽減

措置がある。これらの税制措置の対象には、中小事業者に該当する医療機関、設備

に該当する JIRA 取扱品目があるため、医療機関が税務申告時にこの税制措置を受

けるために必要となる証明書の発行業務を実施している。 

2017年 7 月以降、2017年度で 186件、2018年度 270件で、すでに計 456件の証

明書を発行している。 

 

3. 2019年度の活動計画 

JIRA事務局機能としての役割、基本方針を踏まえ策定する。 

部会・委員会等の活動を事務局として支援するほか、会員企業、行政府、関係団体との

さらなる連携を推進する。 

展示事業、保守点検事業の着実な実行と拡大検討及び JIRA の脆弱な財政基盤を改善す

るための新規事業開発に取り組む。 

生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書発行業務を担う。 
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